
平成２５年３月時点 

 

市民の皆さんの経験や知識を市政に生かしてみませんか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

草津市は、平成２５年３月３１日に草津市市民参加条例を施行します。 

この条例は、市が、市民の皆さんが市政に参加しやすい環境を整備し、市民参加を円滑に推進する 

ための手続を定めたものです。このパンフレットでは、条例の概要や市民参加の手法などを紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ  草津市 

総合政策部企画調整課 （２階）  電話:077-561-6029  FAX:077-561-2482  E-mail:kikaku@city.kusatsu.lg.jp 

まちづくり協働部まちづくり協働課 （２階）  電話:077-561-2337  FAX:077-561-2482  E-mail:machi@city.kusatsu.lg.jp 

総 務 部 総 務 課 （３階）  電話:077-561-2301  FAX:077-561-2483  E-mail:somu@city.kusatsu.lg.jp 

 

 

 

 

条例の制定にあたっては、公募市民などで構成する「草津市市民参加条例検討委員会」を設

置し、委員会から提出された提言を踏まえ、条例の素案を策定しました。その後、市民の皆さ

んからご意見を募集してさらなる検討を重ね、条例案を作成し、平成２４年１１月議会で条例

案が可決されました。 

  

～条例制定までの取組み～ 



条例の概要 

 

平成２４年４月に施行した草津市自治体基本条例では、市政運営の基本原則の一つに「市民参加」を掲げてい 

ます。市民参加は、市政運営の根幹をなすものであり、市では今日まで審議会等への市民の参加やパブリックコ 

メントでの意見聴取等、さまざまな手法で市民参加に取り組んできていますが、さらなる市民参加の機会の拡大 

に努め、運用の拡充を図りつつ、市民参加が形骸化しないように推進していくこととしています。そのため、市 

民参加条例では、「課題の発見」・「立案」・「実施」・「評価」という政策過程の各段階で市民参加を実施していく

ための具体的な手続を定めています。 

 

       

前文：条例の制定の趣旨を明確にするために設けており、条例全般にわたる解釈や運 

用の拠り所となるものとして位置付けています。 

目的：市民参加の必要な要件や手続等基本的な事項を定めることにより、市民参加を 

推進することを目的としています。 

定義：条例中の用語を明らかにしています。 

市民の役割：市民の役割を定めています。 

・地域社会の「担い手」として、お互いの立場を尊重しつつ、市民参加に努める。 

執行機関の役割：市長を始めとした執行機関の役割を定めています。 

・市民参加しやすい環境整備や情報提供に努める。 

・市民参加により得られた市民からの意見等を十分考慮し、市政に反映させるよう努める。 

・市民からの意見等を考慮した結果についての説明責任 など 

 

 

市民参加の対象：市民参加の対象となる事項として以下の４つを掲げています。なお、市民参加の適用除外 

事項についても定めています。 

    ●市の基本的な事項を定める計画等の策定・変更 

    ●市の基本的な方針を定める条例や市民の権利・義務に係る条例の制定・改廃 

    ●丌特定多数の市民が利用する大規模な施設の設置に係る計画等の策定・変更 

    ●市民の生活・活動に直接、重大な影響を及ぼす制度の導入・改廃 

市民参加の手法：上記の対象事項を実施するときは、政策における「課題の発見」「立案」「実施」「評価」 

の各段階において、以下の手法を選択して行うこととしています。 

(1) アンケート等の意向調査 (2) 審議会等の設置 (3) パブリックコメント (4) 市民説明会等 など 

意向調査の実施：目的の明記、結果の公表について定めています。 

審議会等の委員の選任等：委員の公募、幅広い人材登用、透明性確保を定めています。 

審議会等の公開等：会議の原則公開、会議開催の事前公表、会議録の作成・公表を定めています。 

パブリックコメントの実施：実施情報の公表、意見提出期間を定めています。 

市民説明会等の実施：市民説明会等開催の事前公表、会議録の作成・公表を定めています。 

 

 

 

 

               

 

    

 

 

市民参加の対象や手法について 

条例の理念や基本的な考え方について 

市民参加条例の適切な運用に向けた仕組みについて その他の手続について 

草津市市民参加推進評価委員会：審議事項や組織などを定め

ています。 

市民参加の状況の公表：市民参加の進捗、達成状況について、

推進評価委員会の意見とともに公

表することを定めています。 

委任：条例の施行に関して必要な事項

は、規則に定めています。 

 



市民参加の手法 

 

市民参加条例では、市民の皆さんのご意見やご提案を反映するための主な手法を示しています。 

このほかにも効果的な手法がある場合には、用いていくこととします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民参加推進評価委員会 

  

 

 

 

 

 

市民参加の状況の公表 

 

 

 

 

 

市が行うアンケート調査などに

市民の方に回答いただく手法で

す。これは、市民の皆さんの意識

や実態を広く把握する必要がある

ときに実施します。 

  

市民委員として、審議会や懇談

会などに出席して、ご意見やご提

案などを出していただく手法で

す。これにより、政策などの策定 

段階から幅広く市民の皆さん 

からの意見を反映させる 

ことができます。 

市が作成する条例案や 

基本的な計画案などに対し 

て、ご意見を提出いただく 

手法です。これにより、政策・ 

施策が決定するまでの過程の透明

性も高まります。また、検討した

結果は公表しますので、ご意見等

に対する市の考え方も確認でき 

ます。 

 

   タウンミーティングやフォ 

ーラムなど公開の場で、市民 

の皆さんと意見交換する手法

です。対象事項の内容によって

は、地域ごとに開催するなど、

少しでも多くの方に参加してい

ただき、施策への理解を一層深

めていただけるように行うもの

です。 

  

   意向調査 

 

 

 

審議会等 

パブリックコメント  市民説明会等 

 

 

 

市民参加 

の手法 
 

実際の募集内容や実

施時期などは、それ

ぞれの事業を実施す

る担当課が「広報く

さつ」や市のホーム

ページなどでお知ら

せしていきます。 

市民参加条例の適切な運用を図り、市民参加を推進・評価するために設置するものです。 

委員は、公募による市民と学識経験者などで組織され、以下の事項について審議を行います。 

◆市民参加の進捗および達成の状況の評価に関する事項 

◆市民参加の手法に関する事項 

毎年度、執行機関の市民参加の進捗と達成の状況を取りまとめ、

推進評価委員会の意見を付して公表いたします。 

○○調査 



 草津市市民参加条例  ～全文～ 
平成 24年 12月 27日 

草津市条例第２１号   

草津市は、市政運営における最も基本となる上位規範として草津市自治体基

本条例を制定し、その基本原則の一つとして「市民参加」を謳
うた

っています。 

わたしたち草津市民は、積極的に市政に参加することにより、わたしたちが

持つ経験や知識を市政に生かし、地域コミュニティ活動をはじめとしたさまざ

まなまちづくりの活動を通じ、草津がよりよいまちになるための担い手として

行動することが大切であると考えます。 

市政運営においては、市民の有する多様性が尊重され、それを踏まえた市民

参加が推進されることが重要であり、市民が積極的に市政に参加することによ

って、市政への信頼関係をつくることができます。また、市政運営における「市

民ニーズの把握」「合意の形成」「計画・成果のパブリックチェック」「情報の

共有・相互理解・交流」といった効果も大いに期待されるところです。 

このことから、草津市自治体基本条例のもと、市政に参加する権利を有する

市民がより積極的に市政に参加できるよう、必要な手続について規定する「草

津市市民参加条例」をここに制定します。 

（目的） 

第１条 この条例は、市民参加が円滑に機能するよう、必要な要件や手続等基

本的な事項を定めることにより、市民参加を推進することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 

(1) 市民 市内に居住、通勤もしくは通学する者、市内で活動する団体ま

たは市内で事業を営む者をいう。 

(2) 執行機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員

会、固定資産評価審査委員会および公平委員会をいう。 

(3) 市民参加 執行機関が実施する政策における課題の発見、立案、実施、

評価等（以下「政策過程」という。）の各過程における、市民の主体的

な参加をいう。 

（市民の役割） 

第３条 市民は、地域社会の担い手の立場から、お互いの立場を尊重しつつ、

市民参加に努めるものとする。 

（執行機関の役割） 

第４条 執行機関は、市民が円滑に市民参加の機会を得ることができるよう、

必要な環境整備および情報提供に努めなければならない。 

２ 執行機関は、市民参加により得られた市民からの意見等を十分考慮し、市

政に反映されるよう努めなければならない。 

３ 執行機関は、前項の意見等を考慮した結果について、市民に対して、速や

かに、かつ、わかりやすく説明しなければならない。 

４ 執行機関は、市民参加の手続において、個人情報の保護を徹底しなければ

ならない。 

５ 執行機関は、第２項の意見等以外の意見等についても、同項の規定に基づ

き検討するよう努めるものとする。 

６ 執行機関は、次条第１項に規定する事項以外のものについても、市民参加

が推進されるよう努めるものとする。 

（市民参加の対象） 

第５条 市民参加の対象となる事項(以下「対象事項」という。)は、次に掲げ

るとおりとする。 

(1) 総合計画等市の基本的な事項を定める計画等の策定または変更 

(2) 市の基本的な方針を定める条例および市民に義務を課し、または権利

を制限することを規定する条例（地方税の賦課徴収ならびに分担金、使

用料および手数料の徴収に関するものを除く。）の制定または改廃 

(3) 広く市民の公共の用に供される大規模な施設（建築物に限る。）の設

置に係る計画等の策定または変更 

(4) 市民の生活または活動に直接かつ重大な影響を及ぼす制度の導入ま

たは改廃 

２ 執行機関は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するも

のは、市民参加の対象としないことができる。 

(1) 内容の変更等が軽易なもの 

(2) 改定や変更等を緊急に行わなければならないもの 

(3) 法令の規定により実施の基準が定められているもの 

(4) 市の内部の事務処理等に関するもの 

３ 執行機関は、前項の規定により市民参加の対象としないものとしたことに

ついて、その理由を公表しなければならない。 

（市民参加の手法） 

第６条 執行機関は、対象事項を実施するときは、次の各号に掲げる政策過程

の各段階において、当該各号に掲げる効果が得られるよう、市民参加の手法

を選択するものとする。 

(1) 「課題の発見」段階 市民ニーズの把握 

(2) 「立案」段階 合意の形成および計画のパブリックチェック（広く

市民に点検されることをいう。以下同じ。） 

(3) 「実施」段階 情報の共有等 

(4) 「評価」段階 成果のパブリックチェック 

２ 前項の規定による選択は、次に掲げる手法のうちから行うものとする。た

だし、前項第２号の段階においては、少なくとも第３号に掲げる手法を選択

しなければならない。 

 

(1) アンケート等の意向調査 

(2) 審議会その他これに類する機関（以下「審議会等」という。）の設置 

(3) パブリックコメント 

(4) 市民説明会等（タウンミーティング、フォーラム等をいう。以下同じ。） 

(5) 前各号に掲げるもののほか、前項各号に掲げる効果を得るのに適した

手法 

３ 執行機関は、市民参加の新たな手法の開発に努めるものとする。 

（意向調査の実施） 

第７条 執行機関は、意向調査を実施するに当たっては、その目的を明らかに

しなければならない。  

２ 執行機関は、意向調査を実施したときは、その結果について非公開情報（草

津市情報公開条例（平成１６年草津市条例第２１号）第７条に規定する非公

開情報をいう。以下同じ。）を除き、速やかに公表しなければならない。 

（審議会等の委員の選任等） 

第８条 執行機関は、審議会等の委員の選任に当たっては、法令の規定により

委員の構成が定められている場合を除き、原則として公募により選考する市

民を含めるものとする。  

２ 執行機関は、審議会等の委員を公募するに当たっては、市民の多様な意見

が反映されるよう努めるものとする。  

３ 執行機関は、審議会等の委員を公募するに当たっては、選考基準その他選

考の方法をあらかじめ公表しなければならない。 

４ 執行機関は、審議会等の委員を公募により選考したときは、速やかに応募

の状況その他選考の結果を公表しなければならない。 

５ 前各項に定めるもののほか、審議会等の委員の選任および運営等に関し必

要な事項は、規則で定める。 

（審議会等の公開等）  

第９条 審議会等の会議は、公開するものとする。ただし、次の各号のいずれ

かに該当するときは、会議の全部または一部を非公開とすることができる。 

(1) 非公開とすることについて法令等に規定されているとき。 

(2) 非公開情報に該当すると認められる事項を議事とするとき。 

(3) 会議を公開することにより公正かつ円滑な議事運営に支障が生じると

認められるとき。 

２ 執行機関は、審議会等が会議を非公開とする場合には、その理由を明らか

にしなければならない。 

３ 執行機関は、審議会等の会議を開催するに当たっては、緊急に会議を開催

する必要がある場合を除き、あらかじめ開催日時、開催場所、議題、傍聴の

手続等を公表しなければならない。 

４ 執行機関は、審議会等の会議を開催したときは、会議録を作成し、非公開

情報を除き、速やかに公表しなければならない。ただし、会議を非公開とし

た場合は、会議録を公表しないことができる。 

５ 前各項に定めるもののほか、審議会等の公開等に関し必要な事項は、規則

で定める。 

（パブリックコメントの実施） 

第１０条 執行機関は、パブリックコメントを実施するときは、対象事項の案

を公表しなければならない。 

２ 執行機関は、パブリックコメントを実施するときは、少なくとも１月以上

の意見および情報の提出期間、提出方法等を定めなければならない。ただし、

提出期間について執行機関が特に必要と認めるときは、当該期間を短縮する

ことができる。 

３ 前２項に定めるもののほか、パブリックコメントの実施に関し必要な事項

は、規則で定める。 

（市民説明会等の実施） 

第１１条 執行機関は、市民説明会等を開催するに当たっては、あらかじめ開

催日時、開催場所、趣旨等を公表しなければならない。 

２ 執行機関は、市民説明会等を開催したときは、開催記録を作成し、非公開

情報を除き、速やかに公表しなければならない。 

（草津市市民参加推進評価委員会） 

第１２条 市長は、市民参加を推進または評価するため、草津市市民参加推進

評価委員会（以下「推進評価委員会」という。）を設置するものとする。 

２ 推進評価委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議する。 

(1) 市民参加の進捗および達成の状況の評価に関する事項 

(2) 市民参加の手法に関する事項 

(3) 前２号に掲げるもののほか、市民参加の推進に関する事項 

３ 推進評価委員会は、市民参加の推進に係る事項について、市長に意見を述

べることができる。 

４ 推進評価委員会の委員は、７人以内とする。 

５ 推進評価委員会の運営等に関し必要な事項は、規則で定める。 

（市民参加の状況の公表）  

第１３条 市長は、毎年度、執行機関の市民参加の進捗および達成の状況を取

りまとめ、推進評価委員会の意見を付し、その結果を公表するものとする。 

（委任） 

第１４条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項

は、規則で定める。 

付 則 

この条例は、平成２５年３月３１日から施行する。 

 

 


